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業績評価（「独立行政法人の評価に関する指針」（平成26年９月２日総務大臣決定） 

 評価の基準を個別具体的に作成し、それに基づいて評価を実施 
 評価は、中長期目標を元にした項目別評定（以下「項目別評定」という。）と、項目別評定を基礎とし法人全

体を評価する総合評定 
 研究開発に係る事務及び事業については、研究開発業務の特性等を踏まえ、適切な評価軸に基づき評価 
 原則として、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付す（「Ｂ」を標準） 

中長期目標（「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成26年９月２日総務大臣決定） 

 「研究開発成果の最大化」と「適正、効果的かつ能率的な業務運営」との両立の実現に資するよう、目標を
策定 

 法人の役割（ミッション）、目標に応じ、目標策定時に評価軸を設定し、法人に提示 

「研究開発成果の最大化」（指針Ⅲ１（２）） 
 国民の生活、経済、文化の健全な発展その他の公益に資する研究開発成果の創出を国全体として「最大化」すること。 

「評価軸」（指針Ⅲ５（１）⑤） 
 科学的・技術的観点等を踏まえて設定する、研究開発の事務及び事業を評価するに際しての視点 
 評価に当たっては、評価軸を基本とし、定性的・定量的な観点から評価 










